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令和３年度黒石市事業復活支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、事業の運営

に支障が生じている市内で事業を営む事業者に対して、事業の維持又は継続の

ための緊急支援として、予算の範囲内において支援金を交付することに関し必

要な事項を定めるものとする。 

（支援対象業種） 

第２条 支援金の交付の対象となる業種（以下「支援対象業種」という。）は、

次に掲げるとおりとする。 

（１） 日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号。次号から第１

４号までにおいて「産業分類」という。）大分類Ｃ－鉱業、採石業、砂利採

取業に該当する業種  

（２） 産業分類大分類Ｄ－建設業に該当する業種 

（３） 産業分類大分類Ｅ－製造業に該当する業種 

（４） 産業分類大分類Ｇ－情報通信業に該当する業種 

（５） 産業分類大分類Ｈ－運輸業、郵便業に該当する業種 

（６） 産業分類大分類Ｉ－卸売、小売業に該当する業種  

（７） 産業分類大分類Ｊ－金融業、保険業に該当する業種 

（８） 産業分類大分類Ｋ－不動産業、物品賃貸業に該当する業種 

（９） 産業分類大分類Ｌ－学術研究、専門・技術サービス業に該当する業種 

（１０） 産業分類大分類Ｍ－宿泊業、飲食サービス業に該当する業種 

（１１） 産業分類大分類Ｎ－生活関連サービス業、娯楽業に該当する業種の

うち中分類７８－洗濯・理容・美容・浴場業又は中分類７９－その他の生活

関連サービス業に該当する業種 

（１２） 産業分類大分類Ｏ－教育、学習支援業に該当する業種 

（１３） 産業分類大分類Ｐ－医療、福祉に該当する業種 
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（１４） 産業分類大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）に該当す

る業種のうち中分類９３－政治・経済・文化団体又は９４－宗教に該当する

業種を除く業種 

（１５） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業種 

（交付対象者） 

第３条 支援金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、本店

又は主たる事業所の所在地が市内にある法人又は個人事業者のうち、次に掲げ

る要件を全て満たすものとする。 

（１） 支援対象業種を営んで事業収入を得て、申請日時点においても営業を

継続しており、かつ、支援金の受領後も営業を継続する意思があること。 

（２） 次に掲げる市税等の滞納がないこと（新型コロナウイルス感染症拡大

に伴い徴収が猶予されているものを除く。）。 

ア 法人である場合には、交付対象者に課税されている法人市民税、固定資

産税及び軽自動車税 

イ 個人事業者である場合には、交付対象者に課税されている市県民税、固

定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税（市外に住所を有する場合は、

住所を有する市町村が賦課する税等を含む。） 

 （３） 対象期間（令和３年１１月から令和４年３月までの期間をいう。以下

同じ。）内の選択月（対象期間のいずれかの月のうち交付対象者が選択する

任意の１月をいう。以下同じ。）の事業収入の額が、基準期間（平成３０年

１１月から平成３１年３月まで、令和元年１１月から令和２年３月まで又は

令和２年１１月から令和３年３月までのいずれかの期間のうち交付対象者が

選択する任意の期間をいう。以下同じ。）内の選択月と同一の月（以下「基

準月」という。）の事業収入の額に比べ、新型コロナウイルス感染症の影響

を受けたことにより、自らの事業判断によらず、１５パーセント以上の割合

（当該割合に小数点第２位以下の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた

割合）で減少していること。 
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（４） 令和３年度黒石市米価下落対策農業者支援金交付要綱（令和３年黒石

市告示第１７７号）、令和３年度黒石市燃油価格高騰対策支援金交付要綱

（令和４年黒石市告示第１８号）又は令和３年度黒石市飲食宿泊業事業継続

緊急支援金交付要綱（令和４年黒石市告示第２６号）の規定による支援金の

交付を受けた、又は受ける見込みのある者でないこと。 

（５） 国が定めた事業復活支援金給付規程の規定による事業復活支援金の給

付を受けた、又は受ける見込みのある者でないこと。 

（６） 法令及び公序良俗に反していないこと。 

（７） 黒石市暴力団排除措置要綱（平成２４年黒石市告示第１０３号）第２

条第８号に規定する排除措置対象者でないこと。 

（８） 支援金を交付することが適当でないと市長が判断する者でないこと。 

（支援金の使途） 

第４条 支援金の使途は、人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用その他事

業の維持又は継続に要する費用とする。 

（支援金の額等） 

第５条 支援金の額は、１事業者につき２０万円とする。 

２ 支援金の交付は、１事業者につき 1 回に限るものとする。 

（支援金の交付申請） 

第６条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、黒石

市事業復活支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付

し、市長に提出しなければならない。 

（１） 対象期間及び基準期間の月ごとの事業収入が分かる帳簿等の写し 

（２） 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し 

（３） 申請者本人の身分証明書の写し 

（４） 支援対象業種を現に営んでいることを確認できる写真 

（５） 本店又は主たる事業所の所在地が市内にある法人又は個人事業者であ

ることを証明する書類の写し 
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（６） 第３条第２号に規定する市税等に滞納がないことを証明する書類（市

外に住所を有する個人事業者に限る。） 

（７） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、令和４年８月１日までに行うものとする。 

（支援金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、支援金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、黒石市事業復活

支援金交付決定通知書（様式第２号）により交付すべき支援金の額を通知し、

支援金を申請者に交付するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により支援金を交付しないことを決定したときは、黒

石市事業復活支援金交付申請却下通知書（様式第３号）により、その旨及び理

由を申請者に通知するものとする。 

４ 支援金は、口座振込みにより交付する。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、支援金の交付の決定を取り消し、返還を求めることができる。 

 （１） この要綱に違反したとき。 

 （２） 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。 

 （３） その他市長が不適当と認めたとき。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則（令和４年黒石市告示第３６号） 

 この告示は、公示の日から施行する。 

 

   附 則（令和４年黒石市告示第９９号） 
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 この告示は、公示の日から施行する。 


